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環 境 省 水 ・

佳宅地讐における 農薬使用 につい て

農 薬 は、 適 正 に 使 馬 さ れ
な い 場 合、 人畜 及 び周

辺 の 生 藩 環 境 に 悪影 響を 及 ぼ す お そ れ淋

あ る。 特 に、 掌校、 保 育 所、
病 院、 公 園 等 の 公

共 施 設 内 の 植 物、 街 路 樹
並 ぴ に住 宅 地 に 近

接する農地 （市民農園や家 庭菜園 を含む。） 及
び森林等 （以下 唯 宅地 掌 とい 元 ） に

お い て 農 薬 を 使濡 す る とき は、 農 薬 の 飛
散 を 原 因 と す る住 民、 子 ど も等 の

健 康 被害 淋 生 じ

な い よう、 飛 散 防 止 対 策 の
一 層 の 徹 底 を 図 る こ と が 必 要 で あ る。 こ の た

め、 農薬 を
使 用 す

る 者 が 遵守 す べ き 基 準 を 定 め る 省 令 （平 成１５年 農 林 氷産 省
・ 環境 省 令第 ５ 号） 第６ 条 にお

い て、
「住 宅の 用 に 供 す る 土 地 及 び こ れ に 近 接 す る 土 地 に お い

て 農 薬 を使 用 す る とき は、

農薬淡飛散することを防止 するた めに必要な措置 を講 じるよう努
めなければならない！ 旨

規 定 す る と とも に、
ギ往 宅 地 等 に お け る 農 薬 使溺 に つ いて」 （平 成！５年 ９ 則 ６貝

付 け至５消

安第１閉 号農林水 産省 消費・ 安全局 長通梵） において、 住
宅地等で農薬を使用する者か遵

守 す べき 事 項 を 示 し、 関 係
者 へ の 指 導 を お願 い して き た とこ三ろで あ 弘

しか し な が ら、 平 成１７年 度 に
ｒ農 薬 飛 散 リ ス ク 評 樋 手 法 等 確 立調 査１ の 一 環 と して

環境

省 が 実施 した 唯 治 体 に お け る 衝 路 樹、 公 園 緑地
等 で の 防 除 実 態 調 査１ に よ ると・ 多く の

自 治 体 で適 切 な 方 法 で の 使 用 淡 な さ れ て い る も の の、 一部 の
自 治 体 に おい て・ 病 害

虫 の発

生 状 混 に 関 わ らず 定期 的 に 農 薬 を散 布 して い る、 散 布
の 対 象 範 囲 を 最 小 限 の 区域 に 留 めて

い 勧 ・、 こ れ ま で に
知 見 の な い 農 薬 の 組 合 せ で 現 地混 用 を行 っ て い る

等 の 不 適 正 な 事 例も

依 然 み ら れ る 状況 に あ る。

二の よ う な 状 況 を 踏 ま え、 農 薬 の
適 疋 使 用 を 推進 し、 人 畜 への 被

害 防 止 や 生 胃環 境 の保

全 を 図る た め、 農 薬 の
散 布・を 行 う 土 飽 ・ 施 設 等 の 管 理 者 （市 民農 園 の開 設 者 を

含 弧 ）・

殺 虫、 殺 菌、 除 草 等 の
病 害 虫 防 除 の 責 任 者、 農

薬 使 濡 委 託 者、 農 薬 使
用 者 等 （以 下 「農薬

使用者 掌 という。 ） に 対 して 下記・ 及
び・ 岬 項を遵守す るよう

溝 すること・ 難
治



体 に お い て 下 記 ３， ４ 及 び ５ の 事 項 の 実施 に 努 め る とと も に 貴自 治 体 肉 の 施 設管 理 部 局、

農林部 局、 環境部局等の間で緊密な情報交換を行うこ二と等 により連 携の強化を図ることに

っ き、 貴 職 の 協カ を 要 請す る。

な お、 本 通知 の 発 出 に伴 い、
「住 宅 地 等 に お ける 農 薬 使 用 に つ い て」 （平 成王５年 ９ 則 ６

賢 付 け王５消 安 第 ｍ 盗号） は廃 止 す る。

ま む 環境省 では、 現在、 農 薬飛散リスク 評価 手法等確立調査に係 る検討会を開催 して、

学校、 保育所、 病 院、 公園等の 公共施設、 街路樹
友び住宅地に近接する 森林等 （以下 「公

園 等」 と い う。 ） の 管 理 者 向 け の 病 害 虫 ・ 雑 草管 理 マ ニ ュ ア ル の 策 定 に 敢 り組 ん で お り、
そ の 検 討 資 料 は環 境 省 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 鰯 して い る と こ ろ で あ る。 ま た、 農 林 水 産 省 の

ホ］ ムペー ジでは人の健康に対 するリ スク と環境への負 荷の軽減に配慮 した病害虫１雑草

管理 を推進するため、 都道府県等 の防除関係者や農業者向けの 聡 合的病害虫・雑草管理

（亙帥 実 践 指 針」 を 公開 して い る。 こ れ ら の 資 料 につ い て も 適 宜 活 周 さ れ た い。

記

亙 住 宅 地 等 に お け る病 害 虫 防 除に 当 危 っ て は、 農 薬の 飛 散 が周 辺 住 民、 子 ども等 に 健康

被 害 を及 ぼ す こ と添 な い よ う、 次 の 事 項 を 遵 守 する こ と。

（五） 農 薬使馬 者等 は、 病 害虫やそれによる被害の発 生の早期発 昆に努め、 病害 虫の発

生や被害 の有無に 関わらず定期 的に農薬を散布するの ではなく、 病害虫の状況に応

じた 適 切 な 防 除 を行 う こ と。

（２） 農薬使用者等 は、 病 害虫に強い作物や晶種の選 定、 病害 虫の発生 しにくい適切な

土づく りや施肥の実施、 人手
ヒよる害童の捕殺、 防虫網警に よる物理的防除の活溺

等 に よ り、 農 薬 使 用 の 圓 数及 び 量 を 削 減 する こ と。 特 に 公 園 等 に お ける 病 害 童 防 除

に 当 た っ て は、 被 害 を 受 け た部 分 の せ ん 定や 捕 殺 等 を 優 先 的 に 行 う こと と し、 こ れ

らによる防除が困難な危 め農 薬を使用 する場合 （森林病害虫等 防除法 （昭和２５年法

律第５３号） に基づき周遡の被 害状況から見て栓く い虫等の防除 の危 めの予防散布を

行 わ ざる を 得 な い 場 合 を 含 む。 ） に は、 誘 殺、 塗 布、 樹 幹 注 入 等 散 布 以 外 の 方 法 を

活周 するとともに、 や強を得ず敷布 する場合には、 最小限の区域 における農薬散布

に 留 め る こ と
。

（３） 農 薬使用者等は、 農薬敢締 法に基づいて登録された、 当該防 除対象の農作物等に

適 用 の あ る農 薬 を
、 ラ
ベ ル に 記 載 さ れ て い る使 用 方 法 （使用 回 数、 使 用 量、 使用 濃

度等） 及び使周 上の注意事項を守って使用する こと。

（４〉 農 薬 使用 者 等 は、 農 薬 散 布 は、 無 鳳 叉 は 風 が 弱 い とき に 行 う な ど、 近 隣 に 影 響 雅

少 な い 天 侯 の 目や 時 間 帯 を 選 び、 鳳 向き、 ノ ズ ル の 向き 等 に 注 意 す る と と も に、 粒

剤等 の飛散が少ない 形状の農薬を使用 したり農薬 の飛 散を抑制するノズルを使用 す

る 等、 農 薬 の飛 散 防止 に 最 大 限 配 慮 す る こ と。

（５） 農薬 使用 者及 び農 準使周委託者は、 農薬を散布 する場合は、 事前に周 辺住民に対

して㌔ 農 薬 使 用 の 目 的、 散 布 国 時、 使用 農 薬 の 種 類 にっ い て 十 分 な 周 知 に努 める こ

と。 特 に、 農 薬 散 布 区域 の 近 隣 に 学 校、 通学 路 等 が ある 場 合 に は、 当 該 学 校 や子 ど



も の保 護 者 等 への周 知 を 図 り、 敵 布 の 時間 帯 に 最 大 隈 配 慮 す る こ と。 公 園 等 にお け

る 病 害 虫 防 除 にお い て は、 さ ら に、 散 布 時 に、 立 て 看 板 の 表 示 等 によ り、 敷 布 区域

内に農薬健用者及び農 薬使周 委託者以外の者添入らないよう最大 限の配慮を行うこ

と
。

（６） 農 薬 使用 者 は、 農 薬 を 使 用 した 年月 目、 場 所 及 び 対 象 植 物、 使 周 した 農 薬 の 種類

又 は名 称並 びに使用 した農薬の単位面積当危りの使用 量又は希釈倍数につ いて記帳

し、
一 定期 聞保 管 す る こ と。

２ 農 作物 等 の痛 害 虫 を防 除 す る 際 に、 使 用 の段 階で い く つ か の 農 薬 を 混搦 す る、 い わ ゆ

る 現 地混 用 につ いて は、 散 布 労 カ の 軽 減 等 の観 点 から 行 わ れ て い る 事 例が ある も の の、

混 合 剤 と して 登 録 さ れて い る 農 薬 の 使 用 と は 異な る こ と から、 現 地 混 用 を行 う 場 合、 農

薬 使 踊 者 等 は、 以 下 の点 に 淫 意 す る 必 要 淋 ある。

（１） 農薬 に他 の農薬との混用 に関する 注意 事項添表示されている 場合は、 それを厳守

す る こ と
。

（２） 試 験研 究機関淋これまで に行っ た試 験等により得 られている 各種の知見を十分把

握 した 上 で、 現地 混用 に よ る 危 害 等 が発 生 しな い よ う 注 意 す る こ と。 そ の 際、 生 産

者 団 体淡 発 行 して い る 「農 薬 混 用 事例 集」 等 を 必 要 に 応 じて 参 考 と し、 こ れ ま で に

知 見のない農薬の組合せで現 地混用 を行うこと は避 けること。 特に有機リン系農薬

同 土 の 混用 は、 混用 に よ る 襯 加 的 荏 作周 を示 唆す る 知 昆 も ある こ と か ら、 こ れ を 厳

に 控 え る こ と
。

３ 貴自治体内の病害虫防除所 等指導機関等においては、 農薬製造者に対 し、 以下の点に

つ い て 協力 を 要 請 す るよ う 努 め る こ と。

（１） 農薬使用 者等や指導機 関等からの情報等に基づき、 混合剤 の開発及び登録を推進

す る よ う 努 め る こと。

（２） 病害虫の発生状況や労カ 軽減等の 観魚から、 農薬 使用 の現場において現地混用が

行われている状況を十分認識 し、 現地混用 を行っ た際の安 全性 に関する知蒐の収集

及び当該知昆の農薬使用者 等への提供に努めること。

４ 貴自治体内の病害虫防除所 等指導機関等においては、 ２に掲げた留意点を踏ま 完つつ、

農 薬使用者等に対 し、 現地混用 に関する情報等の提供や使用 方法に係る指導に努 めるこ

と。 ま た、 混 合 剤 の 開 発及 び 登 録 の 推 進 に よ り 強 や み な 現 地 混用 を 不 要 と す る花 め、 同

時に施馬する必 要陸が高い農 薬の組合せに関する情報を積極的に農薬製造者に伝 達する

よ う 努 め る こ と。

５ 農薬の使用が原因と考麦られる健康被害の相談淋住民から貴自治体 にあった場合は、

貴自治体の農林部局及び環境部滝をは じめとする関係部局 （例完 ば、 学校 にあっては教

育担当部局、 街路樹にあっ ては道路管理担当部局） は相互に連携 し、 必要 に応 じて対応

窓 口 を設 置 す る 等 によ り、

’
適 切 に 対 処 す る こ と。


